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派遣先としての

労 働 者 派 遣 法

福島労働局職業安定部 需給調整事業室

令和７年度
派遣先事業所向けオンラインセミナー



1. 派遣先としての派遣事業（基本と運用）

2. 派遣先事業所で講ずべき措置

3. 労働契約申込みみなし制度

4. 派遣先定期指導について
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～ 本日の内容 ～
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1. 派遣先としての派遣事業

（ 基本と運用 ）
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労 働 者
（派遣元事業主に雇われている者）

派遣契約

派 遣 先
（勤務先）

派遣元事業主
（労働者の雇用主）

労働者派遣とは



情報提供

■派遣契約は「許可事業所」と契約してください

労働者派遣は許可事業所でなければできません！

派遣先として、派遣元が許可番号を持つ事業所であるか確認しましょう。

※厚労省運営「人材サービス総合サイト」HPで全国の許可事業所が検索可能です。

許可番号 ： 派 ０７ － ００００００

０７は福島県の事業所であることを示します
（他の都道府県の番号の場合もあります 例：東京都は１３）

６ケタの番号

派遣契約書には締結相手となる事業所の許可番号は記載されていますか？

たとえば、その事業所の本社に許可番号はあっても、他に営業所や支店等として

派遣元が行う業務(契約締結、派遣労働者の募集、給与計算、雇用管理ほか)

をしていれば、「無許可で派遣事業を行う事業所」と判断される

場合もありますので、契約締結前に必ず確認してください。
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請負について
【 適正な請負とは 】

【 適正な請負となるための要件 】
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◆請負による事業

請負とは、当事者の一方（請負人）がある仕事を完成することを約し、相手方（注文主）がその仕事の

結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力が生ずるもの（民法第632条）

⇒ 請負人が、「仕事の完成」という「成果」に対する責任を負う。※瑕疵担保責任

業務の仕方については、原則として請負人が自由に決めることができる

契約の形式が「請負」又は「業務委託」であっても、労働者派遣法に抵触しないという意味において、
適正な請負として成立するための要件は、以下の《昭和61年労働省告示第37号告示》により判断される。

要件①
【請負事業者の労務管理上の独立性】

請負事業者が雇用する従業員の労働力を
自ら直接利用すること

要件②
【請負事業者の業務処理上の独立性】

請け負った業務を、請負事業者の自己の業務
として、注文主から独立して処理していること

◆業務委託

業務委託とは、委託者（注文主）が一定の業務の処理を委託し、受注者がその処理を自己の裁量と

責任において注文主から独立して行うもので、業務に対する遂行責任を負う。※善管注意義務



「請負契約」であるにもかかわらず、発注者が請負事業者の労働者へ指揮命
令を行うことなどにより、実態として「労働者派遣」となっている状態をいいます。

請負と称しても発注者から請負事業者の労働者に対し「指揮命令」が発生している場合、

「実態」として「労働者派遣」の状態であり、労働者派遣法違反となります。

いわゆる「偽装請負」とは
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労 働 者

派 遣 契 約

派 遣 元 派 遣 先

労働者派遣偽装請負

指揮命令が
あると

偽装請負

労 働 者

請 負 契 約

請負事業者 発 注 者

!



●出向の２類型（以下に当てはまらないと出向とは言えない可能性があります）

移籍出向 ⇒ 雇用関係を終了させ移ること

在籍出向 ⇒ 以下の※４類型等に該当する場合

① 労働者を離職させるのではなく関係会社において

雇用機会を維持するために行うもの

② 経営指導・技術指導のために行うもの

③ 職業能力開発の一環として行うもの

④ 企業グループ内の人事交流として行うもの

出向元が、出向を事業目的により業として行っている場合、

職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)の違反となります。
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出向について



派遣事業の業務フロー

①待遇情報の提供

・派遣先均等均衡方式（比較対象労働者の情報提供）

・労使協定方式（福利厚生施設と教育訓練の情報提供）

②抵触日の通知

③労働者派遣「個別契約」の締結

④就業条件の明示

⑤派遣先への通知

⑥派遣元・派遣先管理台帳の整備

⑦就業状況の報告
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赤字は

派遣先が行う

実務的な業務です。



① 待遇情報の提供

令和2年4月1日から「派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた取組」が始まっ

たことに伴い、派遣元事業主は下記2方式いずれかの待遇の決定方式を選択して派

遣労働者の公正な待遇が確保されるよう適切な対応が求められることになり、派遣先も

これに伴い、派遣元への情報提供が義務となりました。

派遣法 第26条第7項 において、

「派遣労働者の役務の提供を受けようとする者（派遣先）は

労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ派遣元事業主に対し、

上記の情報を提供しなければならない」 と定められています。

２.労使協定方式

食堂・休憩室・更衣室の有無及びその
施設の利用の可否等

教育訓練の有無及び有りの場合はその
内容

記載例
14ページ
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１.派遣先均等・均衡方式

比較対象労働者の基本給・手当・賞与
の額とそれぞれの支給基準等

付与される休暇等を含めたすべての待遇
情報

記載例
12ページ

Check!



■比較対象労働者
⇒ 派遣先が次の①～⑥の優先順位により比較対象労働者を選定。

① 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

② 「職務の内容」が同じ通常の労働者

③ 「業務の内容」又は「責任の程度」が同じ通常の労働者

④ 「職務の内容及び配置の変更の範囲」が同じ通常の労働者

⑤ ①～④に相当する短時間・有期雇用労働者

    ※当該短時間・有期雇用労働者が、短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で「均衡待遇」が確保されている場合に限る。

⑥ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における

当該労働者(仮想の通常の労働者)

●派遣先の「通常の労働者」と比べて、派遣労働者の待遇を確保すること
(派遣先が「比較対象労働者」を選定してその者の待遇に関する情報を派遣元へ提供する)

派遣先均等・均衡方式とは
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書面で

※通常の労働者とは？・・・・・・派遣先の「正規雇用労働者」又は「無期雇用フルタイム労働者」

※職務の内容とは？・・・・・・・・「業務の内容」及び「その業務に従事する労働者の責任の程度」

※業務の内容とは？・・・・・・・・実際に従事する具体的な仕事の内容

※責任の程度とは？・・・・・・・・業務の成果について求められる役割、トラブル・緊急時の対応の有無、ノルマ等への達成目標等

※配置の変更の範囲とは？・・・転勤や昇進などの人事異動や役割の変化等



① 比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

② 比較対象労働者を選定した理由

③ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。）

④ 比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的（例：基本給は能力向上の努力促進及び長期勤続奨励）

⑤ 比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項（例：能力・経験及び勤続年数を考慮）

■提供する情報

⇒ 派遣先は派遣元が派遣労働者の均等・均衡待遇を確保するために必要な次の①～⑤の情報を提供。
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派遣先均等・均衡方式

「比較対象労働者の待

遇等の情報の提供」

【記載例】

（※記載例は福島労働局HP

にて掲載中）



● 一定の要件を満たす派遣元の「労使協定」により、派遣労働者の待遇を確保すること
(派遣元事業所(使用者)と派遣元の全労働者の過半数以上が加入する過半数労働組合又は選出された過半数労働者との間で
労使協定を締結し、派遣労働者の賃金については、派遣先の就業場所において同じ仕事に従事する一般労働者の賃金(厚労省が
示す一般賃金)と比較して同等以上とする必要があります。)

労使協定方式とは
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派遣労働者の職務の内容、

職務の成果、意欲、能力又は

経験その他の就業の実態に

関する事項の向上があった場合

に賃金が改善されるものであること。

一般賃金の額

世の中の通常の
労働者の平均水準

派遣元における
派遣労働者の賃金額

協定対象派遣労働者の賃金

同等以上

≦

派遣元(使用者)の
代表

労組又は労働者全員
の過半数代表者

この内容を話し合う…

使用者と、労組又は労働
者全員の過半数代表者
で締結する

適切な方法で選ばれ
なければなりません



労使協定方式

「待遇情報の提供」

【記載例】
（※記載例は福島労働局HPにて掲載中）
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派遣元で採用している「待遇決定方式」は
こちらで確認可能です。

（※記載例は福島労働局HPにて掲載中）



②-１ 抵触日の通知 【期間制限：概要】

■事業所単位の期間制限：同一の事業所に対し派遣できる期間は、3年が限度です。

○○
支店

3年 3年

受
入
れ
開
始

過
半
数
労
働
者
代
表
等

へ
の
意
見
聴
取

（
労
働
組
合
が
な
い
場
合
）

■個人単位の期間制限：同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一
の組織単位(いわゆる[課]等を想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。

人事課

会計課

3年3年

同じ人について
3年を超えて同じ課へ

の派遣は×

受
入
れ
開
始 別の人の場合、

同じ課への派遣○

課が異なれば、
同じ人の派遣○

過
半
数
労
働
者
代
表
等

へ
の
意
見
聴
取

（
労
働
組
合
が
な
い
場
合
）

※

派
遣
元
で
無
期
雇
用
又
は
六
〇
歳
以
上
は

派
遣
の
期
間
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注
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Check!



▼派遣契約日

▼ ３ 年 後

▼ 翌 日 の R10. 4.  1

R10. 3.31

R 7.  4.  1

が、

派遣受入れできない日
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この日が（法律に抵触することから）「抵触日」 という

②-2 抵触日の通知 【期間制限：抵触日とは】

派遣受入れ
可能期間

Check!



●複数の派遣元と契約している場合（複数の派遣元から派遣労働者を受入れている派遣先）

⇒例：ある派遣先が、ある派遣元と下記のように派遣契約を結んだとします。

派遣契約 派遣受入日 3 年後 抵触日

派遣元A 【契約①】 R7.4.1→ R10.3.31→ R10.4.1 ○ 基準となる

派遣元B 【契約②】 R7.8.1→ R10.7.31→ R10.8.1× →R10.4.1○

派遣元C 【契約③】 R7.10.1→ R10.9.30→ R10.10.1× →R10.4.1○

抵触日の通知

●抵触日の通知が省略できる場合（同一の派遣元であることが前提条件）

R7.6.1 R8.5.31

R7.10.31R7.８.1

派遣契約 a
派遣契約 b

最長の派遣契約（ ）期間中に
重なる派遣契約（ ）については、
抵触日の通知を省略することができます。

a
b

▼抵触日の通知は、新規契約・更新契約の都度に行います。
Point!
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②-3 抵触日の通知 【期間制限：派遣先から派遣元への抵触日の通知】
Check!



●派遣受入れ期間の延長の際は、派遣先の過半数労働組合（労働組合が無い

場合は全労働者の過半数代表者）からの意見聴取が必要です。

延長の可否の最終判断は事業所（派遣先）が行い、過半数労働組合等からの

意見等を十分に尊重することが必要です。
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派遣受入れ

派遣受入れ
可能期間末日抵触日の1か月前

延長手続き
超過

②-4 抵触日の通知 【派遣期間の延長手続き（派遣先の手続き）】

抵触日

R10.3.1 R10.3.31 R10.4.1

この日までに
延長手続き(意見聴取)を
実施しなければなりません。

具体的な延長手続き
は次ページへ…

R10.3.2

Check!
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②-4-1 延長手続きについて

■過半数労働組合(無い場合は過半数代表者)に対し「意見聴取」を行うため
以下の内容について書面により通知をします。 ※口頭のみによる通知は順序

①

順序
①

〇 派遣可能期間を延長しようとする事業所

〇 延長しようとする期間

■「意見聴取」後は以下の内容を書面に記載して保管します。

                  ※書面の保管期間は、延長しようとする派遣可能期間終了後3年間

〇意見を聴取した代表者の氏名

〇過半数労働組合(又は過半数代表者)に通知した事項及び通知した日

〇意見を聴取した日及び意見の内容

■書面の内容は雇用している全労働者に対し以下の方法等で周知が必要です。

〇全労働者が自由に閲覧可能な場所への掲示又はイントラネットへの掲載

〇書面を交付 など

順序
②

■派遣元に対し、意見聴取した上で派遣可能期間を延長したことを通知します。
（延長後の「抵触日の通知」）

順序
④

順序
③

派遣労働者の受入開始以来の派遣労働者数や

正社員の数などの推移等、過半数労働組合等が

意見を述べる参考となる資料を併せて提供

Check!



派遣会社A社より初めての派遣受入れ
※6ヶ月ごとに派遣契約を更新する場合

事業所単位の

期間制限 3年
R7.4.1. R10.4.1. R13.4.1. R16.4.1.

① 抵触日 ② 抵触日 ③ 抵触日

派遣先では①～③の1か月までに意見聴取を行い期間制限を延長する
（延長したら派遣元へ延長した旨の通知（3年ごとの通知）） 派遣先

①の日付の抵触日の通知を
派遣先から派遣元へ

派遣会社B社より初めての派遣受入れ

派遣先で延長手続きを取らないと就労不可

派遣会社A社

労働者❶

R7.4.1. R10.4.1. 個人(組織)単位の

期間制限 3年派遣会社A社

労働者❷

R9.10.1. R12.10.1.R10.4.1.

R11.10.1（更新）
③の通知をあらためて受ける

抵触日を
就業条件明示書に明示

・労働者❶ R10.4.1
・労働者❷ R12.10.1派遣可能期間 ３年間

（更新）
②の通知を受ける

（更新）
③の通知を受ける

R6.10.1（更新）
①の通知をあらためて受ける

R9.10.1（更新）
②の通知をあらためて受ける

R9.7.1. R10.6.30.
抵触日の通知は①のR10.4.1

派遣先で延長手続きを取らないと派遣受入れ・送り出し不可

R13.4.1.

②-5 抵触日の通知 【派遣期間の延長】
Check!
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派遣先事業所で講ずべき措置

派遣先責任者の選任

派遣先責任者の職務 【派遣契約に定めた就業条件の確保】

〃 【派遣労働者の就業条件の確保】

〃 【派遣先の労働者と派遣労働者の均衡待遇の確保】

〃 【派遣先管理台帳の作成】

〃 【就業状況の報告】

派遣労働者の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務

派遣労働者の特定目的行為の禁止

離職した労働者の派遣受入禁止

派遣料金の配慮義務
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１

２-１

２-２

２-３

２-４

２-５

3

4

5

6



◎ 選任の考え方

・ １～１００人までを１単位として１人を選任

・ 製造業務の場合は専門の責任者が必要

●製造業務専門派遣先責任者は、派遣先における派遣労働者の就業管理体制の一層の充実を

   図る必要があることから、製造業務に派遣された派遣労働者が一定数以上いる場合、当該派遣

   労働者を担当する派遣先責任者と、それ以外の業務に派遣された派遣労働者を担当する派

   遣先責任者とを区分して選任するものです。

派遣先責任者の選任１

５１～１００人 １人（兼任可）

１０１～２００人 １人

２０１～３００人 ２人

３０１～４００人 ３人

派遣先責任者(製造以外) 製造業務専門派遣先責任者

１～１００人 １人

１０１～２００人 ２人

２０１～３００人 ３人

３０１～４００人 ４人

24



派遣先責任者の職務 【派遣契約に定めた就業条件の確保】2-1

25

◎ 指揮命令者等への必要事項の周知

・ 労働者派遣法及び法第３章第４節の労働基準法等の適
    用に関する規定の周知

・ 派遣労働者に係る法第39条に規定する労働者派遣契約
 の定めの周知
     ⇒ 派遣契約の内容（業務の内容や就業時間、就業日、
        時間外労働について 等）

・ 派遣労働者に係る法第35条の規定による通知の周知
⇒ 派遣労働者の氏名、年齢区分（18歳未満又は45歳

以上、60歳以上か）等

！
！
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派遣先責任者の職務 【派遣労働者の就業条件の確保】2-２

◎ 苦情の適切な処理

     ・ 申出 → 派遣元への通知 → 処理 を適切に行う

◎ 安全衛生に関し、派遣元事業所と必要な連絡調整

・ 健康診断の実施に関する事項（時期や内容、結果に基づく配慮等）

・ 安全衛生教育に関する事項（時期や内容、実施責任者等）

・ 労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況

の確認

・ 事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認 等



◎ 教育訓練

      ・ 自社の労働者と同種の業務に従事する派遣労働者にも

職務遂行上必要な訓練を実施状況の把握

◎ 福利厚生施設（食堂・休憩室・更衣室など）

・ 派遣労働者にも利用可能な施設を把握

27

派遣先責任者の職務 【派遣先の労働者と派遣労働者の均衡待遇の確保】2-3



◎ 派遣先管理台帳は…

派遣先が派遣労働者の「労働日」「労働時間」等の

      就業実態を的確に把握して適正な雇用管理を行うために

      派遣先が作成 します。

●保存期間 → 派遣終了の日から３年間

※派遣労働者を含めた労働者が５人以下の場合は作成不要

28

派遣先責任者の職務 【派遣先管理台帳の作成】2-4



◎ 月１回は派遣元へ派遣労働者の就業状況を報告します。

派遣先は一定の期日を定め、派遣労働者ごとに就業実績を派遣元へ
通知することが義務付けられています。（派遣法 第42条第3項）

▼目的… 派遣元に対する勤怠管理状況等の報告

▼報告事項… 派遣労働者氏名、事業所の名称、事業所の所在地、

就業場所、組織単位、派遣就業した日、派遣就業した日の

就業開始・終了時間、休憩時間、業務の種類、責任の程度

▼報告様式… 任意

▼方法… 書面、FAX、メール

29

就業状況の報告2-5



◎ 雇入れ努力義務

・派遣先の組織単位の同一の業務に、同一の派遣労働者を継続して
1年以上受け入れており、

・派遣元事業主から、その派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、
・派遣終了後に、引き続き同一の業務に従事させるために労働者を
雇用しようとする場合

◎ 正社員の募集情報の提供義務

・派遣先の同一の事業所で、同一の派遣労働者を継続して1年以上
受け入れており、

・その事業所で働く正社員を募集する場合

◎ 労働者の募集情報の提供義務

・派遣先の同一の組織単位の業務に、継続して3年間受け入れる見込み
がある派遣労働者について、

・派遣元事業主から、その派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、
・その事業所で働く労働者(正社員に限らない)を募集する場合

派遣労働者の雇入れ努力義務・募集情報の提供義務３

30



◎ 派遣労働者の事前面接の禁止

派遣先が派遣労働者を指名することはもちろん、派遣開始前に面接を
行うこと(いわゆる「事前面接」)や履歴書を送付させることは原則禁止
されています。（派遣法 第26条第6項）※ただし、紹介予定派遣の場合は面接可

▼雇用主としての責任は → 派遣元

労働者の能力評価や派遣先で必要な人材の判断は派遣元が行う

▼指揮命令 → 派遣先

▼労働契約の主体は → 派遣元

採用活動に際して行われる面接は、労働契約の主体である派遣元が行うもの

なので、派遣先が自由に面接するとなると派遣先の派遣労働者間で雇用関係

が成立し、場合によっては労働者供給事業に該当する可能性もある

31

派遣労働者の特定目的行為の禁止４



◎ 派遣先は、当該派遣先を離職後１年以内の者を、

派遣労働者として受け入れてはならない。[派遣法 第40条の9第1項]

離職した労働者の派遣受入禁止５

●派遣は、常用雇用の代替防止を前提として

   制度化されているものであり、離職した(させた)

   労働者を派遣労働者として受け入れることは

   ふさわしくありません。

(※60歳以上の定年退職者は例外です)

32



◎ 派遣先は、派遣料金について配慮義務があります。

派遣先は派遣労働者の待遇確保のための措置を遵守することができるよう、
派遣料金について配慮しなければならないとされています。労働者派遣契約の締結
または更新時だけでなく、派遣契約期間中にも求められます。（派遣法 第26条第11項）

▼配慮義務違反に問われるのは…

・ 派遣料金の交渉に応じない。

・ 派遣元が派遣労働者の待遇改善に必要な額を提示しているにも関わらず、
   それを下回る額を提示した。

33

派遣料金の配慮義務６

        ＋ ●●●円 ＝ が必要と派遣元から提示があった場合

⇒ 派遣元が選択した待遇の決定方式に基づき定めた賃金額を確保するために必要な額を

派遣先に提示したうえで派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額を

下回る場合には「配慮していない」と判断される可能性があります。

例えば…

選択した待遇
の決定方式
に基づき定め
た派遣労働
者の時給等

派遣料金
マージン
・・・円
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●「労働契約申込みみなし制度」(派遣法第40条の6第1項)とは

① 派遣労働者を禁止業務に従事させること

② 無許可事業主から労働者派遣の役務の提供を受けること

③ 事業所単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること

④ 個人単位の期間制限に違反して労働者派遣を受けること

⑤ いわゆる偽装請負等

受け入れている(派遣)労働者に、その時点と同一の労働条件で

「労働契約の申込みをしたもの」とみなされる。

※派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかった場合は適用されません。

本人が直接雇用を希望すれば、原則として

派遣労働者等との間に労働契約が成立します。

35

え！

派遣先による違法派遣が行われた場合には、派遣労働者に対して
労働契約の申込みをしたものとみなす制度が法律化されています！
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■需給調整事業室では、派遣法第48条第1項に基づき、

派遣先事業所を定期的に訪問しております。

■派遣法で定められた書類の整備状況や法の運用状況

を確認させていただき、不備等があれば是正指導を

行っております。

定期指導とは

37

※訪問事業所のおよそ７割程度が

何らかの指導対象となっています。



「事業所単位の期間制限」 を適切に運用していない。

⇒労働者派遣法第40条の2第4項違反となり、

     是正指導書の交付

指導事項 ➀

38

ケース①

● 事業所単位の期間制限を延長するための「意見聴取」をしていない

● 意見聴取はしているが、書面等により保管をしていない

● 意見聴取後、全労働者に対して周知をしていない

▽ 労働者派遣の受け入れを直ちに停止へ！
▽ 労働契約申し込みみなし制度の対象に！



「待遇に関する情報提供」 を、派遣契約の都度していない。

⇒労働者派遣法第２６条第７項違反となり、

是正指導書の交付

ケース②

ケース③

39

派遣先均等均衡方式、または労使協定方式

指導事項 ➁

「抵触日の通知」 を、派遣契約の都度していない。

⇒労働者派遣法第２６条第４項違反となり、

是正指導書の交付

期間制限



「就業状況報告」の通知事項が不足している。

⇒労働者派遣法第４２条第３項違反となり、

是正指導書の交付

ケース④

40

タイムシート等

指導事項 ➂

（派遣元事業所）

（派遣先事業所）

（名   称）

（所在地）

（名   称）

（所在地）

日付 曜日 開始時間 終了時間 休憩時間 備考

1 月 ： ： 分

2 火 ： ： 分

3 水 ： ： 分

4 木 ： ： 分

令和　年　月　日

タイムシート（就業状況報告書）

令和　年　月分

派遣労働者氏名

派遣先
事業所

派遣就業
した場所

組織単位（長の職名）

　　　　　　　　　　　　　　　御中

従事した業務の種類

業務に伴う責任の程度

業務内容

不足が多くみられる項目



＊ 本日のセミナーはこれで終了です ＊

ご静聴ありがとうございました。

ご質問等は後日当室までお問合せください。

福島労働局 需給調整事業室
TEL 024-529-5746

アンケート回答後に退室願います
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